
 

韮崎市パブリック・コメント制度 

 

＜韮崎市パブリック・コメント制度の主な流れ＞ 

 
市の基本的な政策に関する計画案、  

市政の基本方針を定める条例案を作成します 
 

 

 

案を市民等の皆さんに公表します 
 

公表方法 市民等の定義 

○市のホームページへの掲載  

○所管課での閲覧  

○情報公開コーナー（市役所１階）

での閲覧  

○広報にらさきへの掲載 など 

○市内に住んでいる人  

○市内に事務所、事業所を有する

個人及び法人、その他の団体  

○市内の事務所、事業所に勤務す

る人 

○市内に存する学校に在学する人 

○市税の納税義務者  

○事案に利害関係を有する人 

 

 

 

 

意見等の提出（公表した日から１ヶ月程度の期間を設けます） 
 

提出方法 提出者 

○郵便  

○ファクシミリ  

○電子メール  

○所管課等への持参  

○その他  

 

○住所  

○氏名  

○電話番号 

の記載は必須です 

 

 

 



 

提出された意見等の取扱い 
 

案に反映できる意見 案に反映できない意見 

 

意見に基づき案を修正し公表 

 

反映できない理由を明示し公表 

 

 

 

 

最終的な意思決定を行い、案を公表 
 

 

議会の議決を要するもの  

議会へ提案・議決  

 

 

 

 

 

 

施 行 ・政 策 決 定 
 
 

○最終案  

○検討結果（提出された意見

等とともに、意見等に対す

る市の考え方を公表） 


